
告 示

�愛媛県告示第４５０号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番２６号 有明フロンティアビルＢ棟

９階

公益財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２７年８月２４日、平成２７年９月７日、平成２７年９月１４日の３

日間

４ 講習場所

松山市持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

５ 受講料

１８，０００円

�愛媛県告示第４５１号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規定によ

り、次のとおり講習会を指定した。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都江東区有明３丁目７番２６号 有明フロンティアビルＢ棟

９階

公益財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成２７年８月２４日、平成２７年９月７日、平成２７年９月１４日の３

日間

４ 講習場所

松山市持田町三丁目８番１５号

愛媛県総合社会福祉会館

５ 受講料

１８，０００円

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第４５２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４５３号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２７年３月１８日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

クオール薬局 四国中央店 四国中央市上分町７８３番地１ クオール株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２７年
４月１日

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

年１分２厘５

毛

年４厘 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

年１分２厘５

毛

年４厘５毛

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４２４
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�愛媛県告示第４５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、八幡浜市真網代、穴井及び川上町上泊地域に係る県営土地改

良事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７

条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写し

を縦覧に供する。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・真穴地区）変更計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２７年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所八幡浜庁舎

�������
�愛媛県告示第４５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、上浮穴郡久万高原町東川、上野尻、中黒岩及び下畑野川地域

に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において

準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業

変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・久万高原地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２７年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場本庁

�������
�愛媛県告示第４５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、上浮穴郡久万高原町二名地域に係る県営土地改良事業計画を

変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規

定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供す

る。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（暗渠排水事業・久万高原地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２７年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場本庁

�������
�愛媛県告示第４５７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市金生町下分字向山乙１８の５、乙１８の１２、乙１８の８２、

乙１８の８３

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

指定理由の消滅

２� 解除予定保安林の所在場所

四国中央市金生町下分字向山乙１８の１２

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

指定理由の消滅

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４２５



�愛媛県告示第４５８号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２７年３月１８日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号
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�愛媛県告示第４５９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年４月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 第４工場（電池）フィルタープレス�１、�２、�３、�４
（４基）

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

同上 同上 同上 年４

厘

年４

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

同上 同上 同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘

年４

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積７５．９平方メートル

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４２７



� 第４工場（電池）アンモニア除害塔

� 第４工場（電池）冷却塔

� 第３工場冷却塔�１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり７０ノルマル立方メートル処理

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり５４０ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後７か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ３

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １７

備考 汚水等は、アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ヌ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり１５０ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後７か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後７か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １３７

備考 汚水等は、アンモニア回収施設及び�１汚水処理施設にて処理する。
汚水等の１日当たりの量は、１基当たりの量である。

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４２８



� 第５工場洗浄塔�１

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� �４汚水処理施設

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 中和及び凝集沈殿

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６９メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和及び凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 ９．６

通常 ６．４

最大 ９．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４．３

最大 １９．８

通常 １４．３

最大 １９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３１

最大 １．００

通常 ０．３１

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ４

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号ル 湿式集じん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分当たり１５０ノルマル立方メートル処
理

設 置 年 月 日 平成１８年５月３０日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．８

最大 １

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

設 置 年 月 日 平成２０年１１月３０日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７～９

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．２

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４２９



� アンモニア回収施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第４６０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

平成２７年４月１０日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ６．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．４

最大 １１．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６，６２０

最大 ７，８００

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 ３３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４３０

最大 １，６８０

通常 １，４３０

最大 １，６８０

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 物理化学的処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整及び蒸留

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及び合成樹脂製等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
高さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，６８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整及び蒸留

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル 横１５メートル
高さ ５メートル
縦３２メートル 横２５メートル
高さ１４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留濃縮、酸化及び電気分解

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７，５００

最大 ９，０００

通常 １６

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

通常 ３０

最大 ３７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １．０

通常 ０．２

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５６

最大 ３０５

通常 ２３６

最大 ２８８

備考 汚水等は、�１汚水処理施設にて処理する。
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１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 中里 佳明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ヌ及びル、第６２号イ及びホ並びに第７４号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、

排出水の汚染状態及び量並びに用水及び排水の系統

５ 特定施設に関する事項

� 第１工場ＹＨ系ニッケル粉反応槽

� 第３工場フィルタープレス�１

� 第３工場フィルタープレス�２

� 第３工場フィルタープレス�３

� 第３工場フィルタープレス�４

� 第３工場フィルタープレス�６

� 第３工場フィルタープレス�７

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 ８００

通常 ７，５００

最大 ９，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ３，０００

通常 ５，４００

最大 ６，４８０
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� 第３工場フィルタープレス�８

� 第３工場フィルタープレス�９

� 第５工場フィルタープレス�１

� 第５工場フィルタープレス�２

� 第５工場フィルタープレス�３

� 第５工場フィルタープレス�４

� 第６工場フィルタープレス�１

� 第６工場フィルタープレス�２

	 第６工場フィルタープレス�３

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ５

通常 ８

最大 １０

変 更 前 変 更 後

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ５

通常 ８

最大 １０

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積２５．４平方メ
ートル

ろ過面積２７．５平方メ
ートル

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ５

通常 ８

最大 １０

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積２５．４平方メ
ートル

ろ過面積２７．５平方メ
ートル

特定施設か
ら排出され
る汚水等の
汚染状態の
値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ５

通常 ８

最大 １０

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 間 欠 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 １６時間 ２４時間

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６

汚染状態の

値

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８，０００

最大 ８，０００

通常 ９，２００

最大 １１，０００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 ０．６

最大 １．６
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� 第６工場フィルタープレス�４

� 第６工場フィルタープレス�５

� 電池研究所フィルタープレス�１

� 電池研究所フィルタープレス�２

� 電池研究所フィルタープレス�３

� 電池研究所フィルタープレス�４

� 電池研究所フィルタープレス�５

� 第６工場酸系ガス除害塔

	 �１汚水処理施設

６ 汚水等の処理施設に関する事項


 �１汚水処理施設

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法
縦４２メートル
横６７メートル
高さ ８メートル

縦６９メートル
横５５メートル
高さ ８メートル

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３，０００立
方メートル処理

１日当たり４，８００立
方メートル処理

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

苛性ソーダ３，６００キ
ログラム、ろ過助剤
４２５キログラム、硫
酸１３，７００キログラム

苛性ソーダ５，８００キ
ログラム、ろ過助剤
６８０キログラム、硫
酸２１，９００キログラム

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．２

最大 ６．４

通常 ６．４

最大 ９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６．６

最大 ２０．２

通常 １４．３

最大 １９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １

通常 ０．３１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，３７３

最大 ２，８９０

通常 ４，０８０

最大 ４，８００

変 更 前 変 更 後

特定施設の使用時間間隔 間 欠
８時から１８時 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 １０時間 ２４時間

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

汚染状態の

値

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ７．７

最大 １４．０

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 ２

通常 ７．７

最大 １４．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．６

最大 １．６

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号
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� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第４６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成２７年４月１０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

�������
�愛媛県告示第４６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市中村土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年４月１０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 河 野 哲 新居浜市久保田町二丁目７番７号

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．７

最大 ４．６

通常 ４．５

最大 ６．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．４

最大 １２．８

通常 ９．４

最大 １１．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２１

最大 １．００

通常 ０．２５

最大 １．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，９８４

最大 ４，８１８

通常 ６，６２０

最大 ７，８００

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦４３メートル
横５７メートル
高さ１９メートル

縦４４メートル
横４６メートル
高さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，４００立
方メートル処理

１日当たり１，６８０立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１．０
最大
１．１

通常
１．０
最大
１．１

通常
７．７
最大
１４．０

通常
７．７
最大
１４．０

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル
横２５メートル
高さ ５メートル

縦２６メートル
横１５メートル
高さ ５メートル
縦３２メートル
横２５メートル
高さ１４メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 酸化及び電気分解 蒸留濃縮、酸化及び
電気分解

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
３９
最大
３９

通常
１０
最大
１０

通常
７，５００
最大
９，０００

通常
１６
最大
５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１６５
最大
１６５

通常
２９
最大
３０

通常
５，４００
最大
６，４８０

通常
３０
最大
３７

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１
最大
１．０

通常
０．１
最大
１．０

通常
０．２
最大
１．０

通常
０．２
最大
１．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
６２９
最大
７９６

通常
６２９
最大
７９６

通常
２５６
最大
３０５

通常
２３６
最大
２８８

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦４２メートル
横６７メートル
高さ ８メートル

縦６９メートル
横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，０００立
方メートル処理

１日当たり４，８００立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．２
最大
６．４

通常
５．２
最大
６．４

通常
６．４
最大
９．６

通常
６．４
最大
９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１６．６
最大
２０．２

通常
１６．６
最大
２０．２

通常
１４．３
最大
１９．８

通常
１４．３
最大
１９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．２５
最大
１．００

通常
０．２５
最大
１．００

通常
０．３１
最大
１．００

通常
０．３１
最大
１．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２，３７３
最大
２，８９０

通常
２，３７３
最大
２，８９０

通常
４，０８０
最大
４，８００

通常
４，０８０
最大
４，８００

汚染状態の

値

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１２．９
最大
１５．５

通常
９，２００
最大
１１，０００

通常
１１．６
最大
３３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．４５
最大
２．００

通常
０．４５
最大
２．００

通常
０．６
最大
１．６

通常
０．６
最大
１．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，０４４
最大
１，２５７

通常
１，０４４
最大
１，２５７

通常
１，４３０
最大
１，６８０

通常
１，４３０
最大
１，６８０

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号
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�愛媛県告示第４６３号
新居浜市阿島土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２７年４月１０日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新居浜市阿島土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画

書の写し

� 新居浜市阿島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２７年４月１３日から５月１４日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁
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�愛媛県告示第４６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市富久土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年４月１０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市三町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年４月１０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第４６６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年４月１０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 川 口 哲 夫 松山市富久町９３番地４

〃 玉乃井 晃 松山市富久町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富久町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 村 元 收 松山市三町三丁目１４番１５号

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３番２８号

〃 石 丸 ヒサ子 松山市三町三丁目１６番３２号

〃 石 丸 吉 子 松山市三町三丁目１６番２４号

〃 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４番１０号

〃 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４番７号

〃 高 石 年 雄 松山市三町二丁目１５番１２号

監 事 三 好 健次郎 松山市三町二丁目１３番２６号

〃 村 上 健 一 松山市三町一丁目３番１０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 村 元 收 松山市三町三丁目１４番１５号

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３番２８号

〃 石 丸 ヒサ子 松山市三町三丁目１６番３２号

〃 石 丸 吉 子 松山市三町三丁目１６番２４号

〃 首 藤 洋 松山市三町二丁目５番３号

〃 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４番７号

〃 高 石 年 雄 松山市三町二丁目１５番１２号

監 事 村 上 健 一 松山市三町一丁目３番１０号

〃 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４番１０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５番地

〃 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７番地

〃 川 口 哲 夫 松山市富久町９３番地４

〃 玉乃井 晃 松山市富久町２２５番地

〃 須 山 浩 光 松山市富久町３１９番地

〃 高 橋 清 松山市富久町３３８番地

監 事 川 口 博 幸 松山市富久町３１７番地

〃 玉乃井 和 利 松山市富久町２２３番地

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７０００５８ 社会福祉法人 大洲育
成園 大洲市市木１２１５番地 澤 井 尚 就労継続支援

Ｂ型 大洲育成園 大洲市市木１２１５番地 平成２７年
４月１日

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号
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監 査 公 表
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�愛媛県告示第４６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定に

基づき、次のとおり包括外部監査契約を締結した。

平成２７年４月１０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

大西 聰一

松山市松前町二丁目２番地３

２ 包括外部監査契約の期間の始期

平成２７年４月１日

３ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用

の額の算定方法及び支払方法

� 費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算

� 費用の支払方法

執務費用及び実費に相当する額の範囲内における概算払並び

に監査の結果に関する報告に基づく支払

�公表第９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２７年４月１０日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

�������
�公表第１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２７年４月１０日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 戒 能 潤之介

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

�愛媛県告示第４６７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年４月１０日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２１４００２０１ 社会福祉法人西予市野
城総合福祉協会

西予市野村町野村８号
４７９番地１ 別 宮 靜 共同生活援助 地域移行型ホーム共同

生活事業所きぼう
西予市野村町野村８号
４７９番地１

平成２７年
３月３１日

３８１０７００２９８ 社会福祉法人 大洲育
成園 大洲市市木１２１５番地 澤 井 尚 就労継続支援

Ｂ型 大洲育成園 大洲市市木１２１５番地 平成２７年
３月３１日

３８１０７０００５８ 社会福祉法人 大洲育
成園 大洲市市木１２１５番地 澤 井 尚 就労移行支援 大洲育成園 大洲市市木１２１５番地 平成２７年

３月３１日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 産 業 経 済 部 平成２５年７月２４日

（監査の結果）

収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴うも

の。）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１６年度 １者 ９７，０１６ 平成２４年度決算による

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 建 設 部 平成２６年７月１４日

（監査の結果）

道路占用料（１件 ６２０円）が未調定となっていた。

（措置の内容）

直ちに調定処理を行い、年度内に収納した。

今後、調定漏れのないよう、管理職が事務処理の進捗状況を厳格に管

理する体制をとるとともに、課内で毎月１回、道路占用許可書類と収入

整理簿を突合する作業を行うことにより、再発防止を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 今 治 土 木 事 務 所 平成２６年７月１７日

（監査の結果）

道路占用等に係る許認可事務について、平成２４年度から平成２５年度に

かけて、決裁を経ない公文書の施行や口頭での許可、申請の未処理など

不適正な事務処理を行っているものが多数（計２７３件）あり、うち一部

で占用料が未調定（計２０件 １６３，４８４円）となっていた。

（措置の内容）

Ａ社の契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息については、平成１７

年３月２３日に調定し、納入通知書を郵送したが、代表者が所在不明のた

め返送された。以降も所在不明となっている。

会社及び代表者名義の土地や建物は、すべて金融機関に抵当権を行使

され、競売されたため残っていない。

法人登記簿上は会社が存続していることから、今後も、未収債権の縮

減に向けた全庁的な取組みの下、愛媛県債権管理マニュアルに基づき債

権回収に努めていきたい。
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（措置の内容）

１ 具体的措置

� 不適正な事務処理分

・「未決裁での公文書施行」に対する事務処理

当該許可はいずれも許可基準等を満たしていることを確認した

ので、遡及して有効である旨の起案処理を行った。

・「未決裁で口頭による許可等」に対する事務処理

当該許可はいずれも許可基準等を満たしていることを確認した

ので、お詫びと追認許可の通知と併せて、遡及した日で占用許

可書等を相手方に交付した。

・「未処理状態」に対する事務処理

相手方に了承を得て、通常の事務処理を行った。

・「決裁済で公文書未施行」に対する事務処理

お詫び文を添付して公文書を相手方に送付した。

� 占用料の未調定分

・相手方を訪問して事情を説明し、謝罪したところ、納入に対す

る了承を得たため、納入通知書を発行し、全件納付された。

２ 再発防止策の実施

以下の再発防止策を講じることにより、一層の事務処理の適正化を

図ることとした。

� 管理職による保有書類の状況検査（対象職員のみ）

担当者を定期的に検査し、書類の埋没、処理の停滞を防止してい

る。

� 公印取扱いの厳格化

管理職によるチェック体制を厳格化し、不正に押印できないよう

にした。

� 文書受付処理簿による進行管理のチェック体制の強化

申請書類は全て管理職が確認後、文書処理簿に記載するとともに、

庁内ＬＡＮのファイル管理からの閲覧を可能にし、進行管理の透明

性を図った。

� 係内でのチェック体制の重層化

検査者の増員、事務処理チェック表の改良を行い、不正防止のチ

ェック体制を強化した。

� 道路担当専用の書類保管ボックスの設置

係内の見やすい場所に申請書類の保管ボックスを設置し、個人で

書類を保持しないようにした。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 総 務 企 画 部 平成２６年７月２３日

（監査の結果）

県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ４５０，５３０，８９８ １，４５０，４２８，２７０ １，９００，９５９，１６８
金額は各
年度の決
算による

２４年度 ５０３，０５７，４２５ １，６６６，８７６，１１９ ２，１６９，９３３，５４４

差引増減 △５２，５２６，５２７ △２１６，４４７，８４９ △２６８，９７４，３７６

（措置の内容）

愛媛県徴収確保対策本部において滞納整理方針及び数値目標を策定し、

計画的な滞納整理を進めている。

滞納に対しては、早期の財産調査と速やかな滞納処分を行うこととし、

色付き封筒（黄・赤）による一斉文書催告、預貯金・生命保険や給与等

の債権差押のほか、タイヤロックを活用した自動車差押、捜索、インタ

ーネット公売による換価処分など厳正な滞納処分を実施している。生活

困窮者や差押えるべき財産がない者については、早期に執行停止を見極

めることとしている。

また、滞納額・件数が多い自動車税については、自動車税納期内納付

キャンペーン（街頭啓発等）の実施や、納税者の利便を図るためのコン

ビニ収納の導入により納期内自主納税を推進するとともに、自動車税グ

ループを設置して自動車税の滞納案件を集約し、滞納整理の効率化を図

っている。

さらに、平成２４年度からは、愛媛県特別滞納整理班を設置して、各地

方局・支局がそれぞれ担当していた滞納案件のうち、容易に財産を発見

できない徴収困難案件と煩雑な事務を伴う公売案件を集約し、効果的か

つ効率的な滞納整理に取り組んでいる。

今後も、税負担の公平性と県税収入の確保を図るため、納期内納付の

促進と収入未済額の縮減に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局 建 設 部 平成２６年７月２３日

（監査の結果）

１ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ７，０６２，８００ ２６，４１９，５６７ ３３，４８２，３６７
金額は各
年度の決
算による

２４年度 ７，７３５，３０７ ４７，４５５，８７０ ５５，１９１，１７７

差引増減 △６７２，５０７ △２１，０３６，３０３ △２１，７０８，８１０

２ 収入未済の前払金余剰額に対する利息（工事請負契約の解除に伴う

もの）について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

２１年度及び２２年度 ２者 ８３，０４４ 平成２５年度決算
による

（措置の内容）

１ 県営住宅貸付料については、平成２５年度末時点で３３，４８２，３６７円の収

入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼出し、

訪問等を行い納付指導に努めた結果、平成２４年度末時点に比べて２１，７

０８，８１０円（不納欠損額２１，０２６，６１０円を除いた実質減少額６８２，２００円）

減少し、その後、平成２６年１０月末現在の収入未済額は、２９，５６１，４６７円

（３，９２０，９００円収納）となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越分の回収に努めたい。

２ 平成２１年度延滞利息の納入義務者であるＡ社は、契約工期内に代表

者の所在が不明となり、所在不明のまま、平成２１年９月１１日工事請負

契約を解除した。その後、平成２３年４月末、代表者の所在が判明した

ため、平成２３年５月２４日督促、平成２３年１１月１７日文書催告、平成２４年

３月１５日訪問催告、平成２４年１１月３０日、平成２５年３月１９日に文書催告、

平成２５年度は９月１７日、平成２６年３月５日に文書催告、平成２６年度は

７月１１日に文書催告、その後電話催告を実施したが、債権回収には至

っていない。

平成２２年度延滞利息の納入義務者であるＢ社は、平成２３年８月１１日

に破産手続開始となったが、平成２４年１月１２日に開催された債権者集
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（措置の内容）

職員が公用車を運転する機会が非常に多い職場であることから、平素

から職員には交通法規の遵守、体調管理に万全を期すよう指導している

ところであるが、今後このような事故が発生しないよう、なお一層安全

運転の徹底を促し、交通事故防止に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 愛 南 土 木 事 務 所 平成２６年７月１４日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の人

的被害があったほか、当該車両の廃車及び相手方車両の毀損があり、県

に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

職員が公用車を運転する機会が非常に多い職場であることから、平素

から職員には交通法規の遵守、体調管理に万全を期すよう指導している

ところであるが、今後このような事故が発生しないよう、なお一層安全

運転の徹底を促し、交通事故防止に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 央 児 童 相 談 所 平成２６年５月２１日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ５，２７７，３７０ ２６，８２３，９３０ ３２，１０１，３００

金額は各年度
の決算による２４年度 ５，９８９，５００ ２６，６４３，１２０ ３２，６３２，６２０

差引増減 △７１２，１３０ １８０，８１０ △５３１，３２０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対し、措置の

際に負担金の制度を十分説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、平成１５年度に制定した「児童福

祉施設入所負担金徴収マニュアル」に基づき、所内に滞納整理班を設け、

四半期ごとに徴収会議を開催するほか、個別滞納整理表の作成により滞

納者の生活状況等の把握と徴収可能な債務者の選別を行い、臨戸訪問等

による重点的な滞納整理に努めた。

今後とも、保護者との連絡を密にし、収入の確保に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２５年１１月３０
日現在

平成２５年度末現
在（平成２６年度
への繰越額）

平成２６年１１月３０
日現在

２５年度 現年分 ４，１２８，５５０ ５，２７７，３７０ ５，２０３，４７０

２５年度 滞納繰越分 ２６，８８８，７３０ ２６，８２３，９３０ ２１，６９１，８００

計 � ３１，０１７，２８０ ３２，１０１，３００ ２６，８９５，２７０

２６年度 現年分 � － － ４，３０９，５２０

合計（�＋�） ３１，０１７，２８０ ３２，１０１，３００ ３１，２０４，７９０

会において、破産管財人から「破産手続の費用を支弁するのに不足し

ている。」との説明があった。

なお、同社は、平成２４年２月７日に破産手続廃止の決定確定、同８

日付けで登記がなされ、即日、商業登記簿が閉鎖された。

今後も、愛媛県債権管理マニュアルに基づき、適切な債権管理を行

いたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 総 務 企 画 部 平成２６年７月１４日、
平成２６年７月１６日

（監査の結果）

現金支給した新規採用職員（１名）の平成２５年４月分給与について、

支給定日から１２日遅延して支給していたほか、翌５月分についても手続

の不備により現金支給としたところ、両月分とも給与明細書への受領印

を徴しておらず、また給与資金前渡担任者による精算手続を怠っていた。

（八幡浜支局）

（措置の内容）

４月に口座関係書類を提出していたが、電算手続が完了しておらず、

結果的に２か月分の給与が現金支給となり、担当者の失念により支給遅

延と精算手続の未処理が発生したものである。

直ちに精算処理を行ったところであるが、新規採用職員配置時におけ

る一連の給与支払処理について、複数職員により確認を行うとともに、

担当職員等の引継に当たっても当該事項の申し送りを徹底することとし

た。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 産 業 経 済 部 平成２６年７月１４日、
平成２６年７月１６日

（監査の結果）

収入未済の賠償金（公用車事故に伴うもの。）について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

２２年度 １者 １９１，７７５ 平成２５年度決算による

（八幡浜支局）

（措置の内容）

愛媛県債権管理マニュアルに基づき、平成２３年４月６日から毎週催告

（電話・訪問・文書）を行った結果、計４８回（毎月５，０００円＋最終回６，７

７５円）の分割納付を認め、平成２４年３月２７日に第１回目の分割金５，０００

円が納付された。

その後、１２月末までの納付（１０回目）を確認しているが、平成２５年１

月以降の納付がないので、毎月納入通知書を送付するとともに電話・訪

問により催告している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局 建 設 部 平成２６年７月１４日

（監査の結果）

職員の不注意により公用車による事故が発生（１件）し、相手方の人

的被害及び車両の毀損があり、県に多額の損害を与えた。

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４３８



監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 児 童 相 談 所 平成２６年５月１２日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ２，２１０，３４１ ９，４７６，９２０ １１，６８７，２６１

金額は各年度
の決算による２４年度 ２，４７８，１９０ ７，７１７，０３８ １０，１９５，２２８

差引増減 △２６７，８４９ １，７５９，８８２ １，４９２，０３３

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状の送付をするとともに、

徴収会議において未納者の状況を把握し、電話催告、戸別訪問を実施し、

収入未済額の縮減に努めている。

今後とも、負担金の適時・適切な収入に留意するとともに、滞納繰越

分については、面接やケース訪問時を利用して保護者との連絡を密にし、

期限内納入の啓発に努めるとともに、効果的な督促を行い収入の確保に

努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２５年１２月３１
日現在

平成２６年度への
繰越額（平成２５
年度末現在）

平成２６年１２月３１
日現在

平成２５年度分 １，７１１，８３１ ２，２１０，３４１ ２，０７６，８２１

滞納繰越分 ９，４９１，５８０ ９，４７６，９２０ ８，３１２，６３０

計 � １１，２０３，４１１ １１，６８７，２６１ １０，３８９，４５１

平成２６年度分� － － １，８０８，６６０

合計（�＋�） １１，２０３，４１１ １１，６８７，２６１ １２，１９８，１１１

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 児 童 相 談 所 平成２６年５月２０日

（監査の結果）

児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 １，８０５，２５０ ３，０６２，４９０ ４，８６７，７４０

金額は各年度
の決算による２４年度 １，６３６，６２０ ２，９８８，７６０ ４，６２５，３８０

差引増減 １６８，６３０ ７３，７３０ ２４２，３６０

（措置の内容）

児童福祉施設入所措置費負担金については、保護者等に対して、措置

の際に負担金の制度を十分に説明するなどして、適期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、１２月に催告書を送付す

るとともに、徴収会議を四半期ごとに開催し、未納者の状況把握と徴収

可能な債務者の選別を実施し、訪問又は電話による重点的な納入催告に

努めた。

その結果、平成２６年度に繰り越した未収金４，８６７，７４０円のうち、平成

２６年１２月末現在６４，５００円を収納し、３１２，７９０円を不納欠損処理した。

今後とも、負担金の期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越分

についても、保護者との連絡を密にし、効果的な督促に努め、その縮減

に努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成２６年度への繰越額
（平成２５年度末現在） 平成２６年１２月３１日現在

平成２５年度分 １，８０５，２５０ １，７７５，５５０

滞納繰越分 ３，０６２，４９０ ２，７１４，９００

計 � ４，８６７，７４０ ４，４９０，４５０

平成２６年度分� － １，３８３，３６０

合計（�＋�） ４，８６７，７４０ ５，８７３，８１０

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２６年５月１２日

（監査の結果）

子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保に努める

とともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 １，３１１，５４３ ３，２５６，６９６ ４，５６８，２３９

金額は各年度
の決算による２４年度 １，０３５，０４７ ３，１１７，３７９ ４，１５２，４２６

差引増減 ２７６，４９６ １３９，３１７ ４１５，８１３

（措置の内容）

子ども療育センター利用料金については、保護者等に対し、施設サー

ビス利用の契約締結の際に、利用料金自己負担の制度を十分説明するな

どして、納期限内の収入確保に努めた。

また、滞納となった者については、督促状・催告書の送付や電話催告

のほか、来所時に直接面談を行い、早期納入について指導するなど収入

未済額の縮減に努めた。

今後とも、利用料金の適期収入に留意するとともに、収入未済額の縮

減については、保護者等との連絡を密にするなど収入の確保に一層努め

たい。

区 分

収入未済額（円）

平成２６年度への
繰越額（平成２５
年度末現在）

平成２６年１０
月３１日現在 差引増減 備考

滞
納
繰
越
分

平成１８年度～
平成２４年度分 ３，２５６，６９６ ２，８９６，５９４ △３６０，１０２

平成２５年度分 １，３１１，５４３ ９３３，８９６ △３７７，６４７

計 � ４，５６８，２３９ ３，８３０，４９０ △７３７，７４９

現年度分（平成２６
年度分）� － １，００４，７００ １，００４，７００

合計（�＋�） ４，５６８，２３９ ４，８３５，１９０ ２６６，９５１
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

産 業 技 術 研 究 所
平成２６年４月９日、
平成２６年４月１６日、
平成２６年５月９日

（監査の結果）

職員（１名）の通勤手当について、交通用具使用距離の認定の誤りに

より、１５６，０００円（平成２０年８月から平成２５年１２月分までの６５か月分）

が過支給となっていた。 （繊維産業技術センター）

（措置の内容）

通勤手当の要件を満たさないことを確認したため、平成２６年１月に通

勤手当認定変更手続を行った。

過支給額となった１５６，０００円のうち、９，６００円（平成２０年８月から平成

２０年１１月まで）は時効が成立しており、１２４，８００円は本人から返還し、

２１，６００円は電算処理により戻入を行っている。

今後は、手当の認定について、要件等を十分に留意のうえ、遺漏のな

いよう事務処理に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成２６年４月９日

（監査の結果）

収入未済の授業料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、

適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２５年度 １者 ４９，５００ 平成２５年度決算による

（措置の内容）

未納者に対し、毎月の授業料の確実な期限内納付と収入未済の授業料

の納付計画の作成及び計画に基づく確実な納付を指導した結果、平成２６

年度授業料については新たに収入未済は発生しておらず、また、収入未

済の授業料については平成２６年８月１日に全額納付された。

今後も授業料の納期限内の収入確保に努めるとともに、適切に債権管

理に努めてまいりたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 業 大 学 校 平成２６年４月９日

（監査の結果）

収入未済の研修受講料（農家担い手支援塾）について、適切に債権管

理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２１年度 １者 ２０，０００ 平成２５年度決算による

（措置の内容）

収入未済の研修受講料については、平成２６年１０月３日に回収した。

なお、平成２２年度以降は受講料未納防止策として、納入通知書で開催

前に徴収し、確認のうえ事業を実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

農 林 水 産 研 究 所
平成２６年４月９日、
平成２６年４月１５日、
平成２６年５月９日、
平成２６年５月２１日

（監査の結果）

収入未済の食卵委託販売契約に係る生産物売払収入について、適切に

債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２５年度 １者 １，３６６，４８４ 平成２５年度決算による

（畜産研究センター養鶏研究所）

（措置の内容）

１ 債権別に納入期限の翌日に督促状を発出した。

２ 債権者の代理人弁護士と面談や電話により連携を強化するとともに、

債権者説明会に出席し、債務者の所在、財務状況、回収見込額及び再

生計画の進捗状況の把握に努めた。

３ 今後は、民事再生法に基づく業務再生計画及び債権者集会等の動向

を注視しながら、愛媛県債権管理マニュアルに基づき、適切に処理す

ることとしている。

４ なお、食卵委託販売契約については、当該債務者との取引を中止し、

他業者と新たに契約を締結している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成２６年８月２５日

（監査の結果）

１ 放置違反金について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、

引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 １，９５１，０００ ８，１２９，３５６ １０，０８０，３５６

金額は各年度
の決算による２４年度 ２，９３７，０００ １０，８９８，７６３ １３，８３５，７６３

差引増減 △９８６，０００ △２，７６９，４０７ △３，７５５，４０７

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）について、納期限内の収入確保と

収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２５年度 ５１０，１００ １，７０２，７００ ２，２１２，８００

金額は各年度
の決算による２４年度 ６００，９００ ２，３３０，４００ ２，９３１，３００

差引増減 △９０，８００ △６２７，７００ △７１８，５００

３ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１７年度及び１９年度 ２者 ８０９，０００ 平成２５年度決算に
よる

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（７件）し、当該車

両及び相手方の車両の毀損があった。

（措置の内容）

１ 放置違反金における納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に向け

愛 媛 県 報平成２７年４月１０日 第２６６２号

４４０



た対策として、督促状や催告書の送付をはじめ、電話による催促、滞

納者の住居地や勤務地へ直接赴いての面接・所在調査等の訪問による

催促、会計員を活用した訪問時における現金徴収及び財産調査に基づ

く預金口座や生命保険等の差押え等を積極的に実施した結果、平成２５

年度未収金１０，０８０，３５６円（６６７件）が、平成２６年９月末現在で７，７４３，３

５６円（５１１件）となり、２，３３７，０００円（１５６件）減少した。

今後も、訪問による催促活動や所在不明者の追跡調査及び差押え等

の滞納処分を積極的に実施し、収入未済額の縮減に努めたい。

２ 延滞金（放置違反金に伴うもの）における納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に向けた対策として、督促状や催告書の送付をはじめ、

電話による催促、滞納者の住居地や勤務地へ直接赴いての面接・所在

調査等の訪問による催促、会計員を活用した訪問時における現金徴収

及び財産調査に基づく預金口座や生命保険等の差押え等を積極的に実

施した結果、平成２５年度未収金２，２１２，８００円（４５４件）が、平成２６年９

月末現在で１，８３２，９００円（３５７件）となり、３７９，９００円（９７件）減少し

た。

今後も、訪問による催促活動や所在不明者の追跡調査及び差押え等

の滞納処分を積極的に実施し、収入未済額の縮減に努めたい。

３ 損害弁償金の収入未済額のうち、平成１７年度調定分（収入未済額４２

４，０００円）については、平成１７年１０月に発生の拾得金詐欺事件に係る

損害弁償金であるが、生活困窮者のため分割による返済を実施してお

り、損害弁償金５１９，０００円のうち平成２５年度までに９５，０００円が収納さ

れている。平成２５年度中は、刑務所に服役していたため催促状等を送

付するとともに、支払方法等について協議を実施した。平成２６年７月

に刑務所を出所したため、本人に出所後の状況を確認したところ、生

活に困窮し生活保護を受けている状況であり、現在は損害弁償金を納

付できないとのことではあるが、今後も連絡を取りつつ可能な限り早

期の収納に努めたい。

平成１９年度調定分（収入未済額３８５，０００円）については、平成１９年

６月に発生の本部庁舎損壊事件に係る損害弁償金であるが、損害弁償

金９２４，０００円のうち、平成２５年度までに５３９，０００円が収納されている。

債務者と都度面談して納入意思を確認しているものの、債務者は生活

に困窮し生活保護等を受けている状況であり、現在は損害賠償金を納

付できないとのことではあるが、今後も連絡を取りつつ可能な限り早

期の収納に努めたい。

４ 職員の警察車両による交通事故については、次の施策により事故の

防止を図っている。

� 「安全運転推進委員会」の設置

警察本部に「安全運転推進委員会」を組織し、職員の安全運転意

識の高揚や交通事故防止対策の推進に取り組んでいる。

� 交通事故防止教養、安全運転訓練の実施

運転に関する専門的な知識を有する警察官を各所属へ派遣し、交

通事故防止教養と実車による安全運転訓練を実施している。

� 運転技能訓練の実施

運転に関する高度な知識・技能の修得を目的とした運転教養や実

技訓練を充実させ、緊急走行時等における交通事故防止に努めてい

る。

� 交通事故再発防止対策の実施

車両運転における自己の弱点を自覚させるとともに、運転特性を

踏まえた的確な個別指導を行い、交通事故の再発防止に努めている。

� 事故防止に対する意識付けの徹底

交通事故防止の意識付けを徹底し、事故発生時の損失や影響を理

解させるとともに、職員による体験発表形式による注意喚起を行い、

各所属において「職員事故ゼロ」を目指している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

四 国 中 央 警 察 署 平成２６年２月４日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、相手方の

人的被害があったほか、当該車両及び相手方の車両の毀損（うち警察車

両１台の廃車）があった。

（措置の内容）

警察車両による交通事故防止のため、次の改善策を実施して職員の意

識高揚と事故防止対策に努めている。

� 朝礼、各種会議等における指導教養の実施

毎日の朝礼において、署長・副署長がその日の天候や事故事例に

即した具体的な指示を行い、署員の事故防止に対する注意を喚起し

ている。

また、署長通信、幹部会議、研修会等、様々な機会を捉え、職員

による一口講話、交通事故防止５則の唱和、幹部の指示・教養、署

内教養資料「漸進」の発行・配布等を実施し、交通事故防止の徹底

を図っている。

� 報告連絡の徹底

公用車両を使用する際は、運行前に幹部に行き先、用件等を申告

し、幹部は交通事故防止事項の指示を行うなど、事故防止の意識付

けを徹底している。

� 公用車両の確実な日常点検の実施

毎朝、始業点検を実施し、結果を署長が確認している。特に、週

明け日には、警務課長が呼びかけ、入念な点検を実施している。

また、車内清掃、洗車の励行等を実施することにより、車への信

頼感や愛車精神が増し、心にゆとりができるなど、安全運転の重要

性の認識を図っている。

� 運転講習の実施

公用原付で活動する機会の多い地域課員に対し、原付の運転講習

を実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

新 居 浜 警 察 署 平成２６年２月５日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（３件）し、相手方の

人的被害があったほか、当該車両及び相手方の車両の毀損（うち警察車

両１台の廃車）があり、県に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

職員による警察車両の交通事故防止について、次の施策を実施してい

る。

１ 公用車の整備点検

毎日、朝礼終了後、幹部立会のもと全車両始業点検を実施し、異常

の有無を確認し、公用車両の適正な管理・整備の徹底に努めている。

２ 交通事故防止意識の高揚

� 朝礼、幹部会議及び定例研修会等、様々な機会をとらえ、署員に

よる一口講話や幹部による指導教養を行い、交通事故防止の徹底を

図っている。

� 緊急走行での交差点進入時の徐行、安全確認及び後退時における

誘導員の配置などを指導している。

� 新居浜署安全運転推進委員会を実施し、事故防止策を検討のうえ、

事故当事者に交通監視を実施させ、事故防止意識を高揚させること

としている。

� 交通事故防止総合対策を署員に通知し、事故防止に係る各種施策

を説明し、事故防止対策を推進することとした。

� 職員による交通事故の内容を署員に通知し、危機感を持ち事故防

止に努めるよう指示した。
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� 幹部職員による交通事故防止検討会を実施し、職員による交通事

故防止対策及び若手職員に対する指導方策を策定し、実行すること

とした。

３ 運転技能訓練等の実施

職員の運転技能向上のため、交通課員等を指導員として、当署駐車

場に走行コースを設定し、運転時の車両の動静、車両感覚を体験する

運転訓練を実施し、運転技術の向上に努めている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 警 察 署 平成２６年２月４日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７８９，９３１ 平成２５年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両の毀損があり、県に多額の損害を与えた。

（措置の内容）

１ 平成１８年度発生の警察車両２台に対する損害弁償金であり、平成２３

年４月に仮釈放となってから所在不明となっていたが、平成２５年１月

に所在が判明し、１０，０００円の分割納付があり、その際、支払誓約書を

徴収した。

その後、所在不明となったため追跡調査を行い、所在が判明したた

め、平成２６年９月に支払催促を行ったところである。

今後も継続して支払催促を行い、早期の収納に努める。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、次の施策を実施し

ている。

� 指導教養の徹底

朝礼、幹部会議、定例研修会において、職員の交通事故発生状況、

事故形態分析による再発防止を含めた交通事故防止について業務だ

よりなどを活用して反復継続した教養を実施している。

� 交通事故防止意識の高揚

幹部会議及び小集団１５班で交通事故防止に関する検討を行い、職

員一人一人の事故防止意識の高揚に努めている。

また、朝礼において職員による交通事故体験に関する３分間スピ

ーチを行い、職員相互の事故抑止に向けた意識改革を行っている。

� 公用車の整備点検

朝礼終了後、全車両の始業前点検を実施し、また、定期的な洗車

を行うなど、適正な公用車管理の徹底を図っている。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 西 警 察 署 平成２６年２月５日

（監査の結果）

職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車両

及び相手方の車両等の毀損があった。

（措置の内容）

職員による警察車両の交通事故防止については、下記施策を継続的に

実施し、職員の交通事故防止意識の高揚を図り、警察職員としての自覚

を堅持させ、交通事故の絶無に万全を期している。

１ 署安全運転推進委員会の開催

２ 地域若手警察官に対する非違事案・交通事故防止対策の実施

� 非違非行事案防止懇談会の実施

� 地域警察官に対する交通事故防止５則等の唱和の実施

� 若手警察官等に対する実践塾の開講

� 交通事故防止対策の一環として自動車運転訓練の実施

３ 交通課による交通事故防止対策の実施

� 警察車両による交通事故防止教養の実施

� 緊急自動車運行要領の教養の実施

� 署員に対する交通事故防止広報の実施

� 署員の交通事故防止（高速道路バースト事故防止）教養の実施

４ 地域課の朝礼時の交通事故防止指示

地域課では、毎朝、全体朝礼時後、当務員を中心に地域朝礼を行い、

その席上で地域課長が、時折々の交通事故防止について適宜指示を実

施している。

５ 交通事故防止教養の実施

執務資料「高縄山」を随時署員に配布して教養を実施

６ 署長、副署長等による朝礼時教養

全署員の全体朝礼時において、署長、副署長及び交通課長による交

通事故防止に関する指示を適宜実施している。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

宇 和 島 警 察 署 平成２６年２月１４日

（監査の結果）

１ 収入未済の損害弁償金について、適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ２８５，０００ 平成２５年度決算による

２ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（５件）し、当該車

両及び相手方工作物の毀損があった。

（措置の内容）

１ 公務執行妨害並びに道路交通法違反事件に係る公有財産（公用車両）

損害弁償金の未収入金であり、債務者に対し納入通知、督促、電話に

よる支払催促を間断なく行い、早期収納に努めている。

債務者は、損害弁償金を現金書留で送金してきている。今後も継続

して支払催促を行い、早期の収納に努める。

２ 職員による警察車両の交通事故防止については、次の施策を実施し

ている。

� 署長による交通安全教育の実施

季節やその日の天候に応じた注意事項、警察署員としての心構え、

交通事故防止のため同乗者が行うべき事項等交通事故防止のため必

要な事項について、署長又は幹部が毎日朝礼で教養している。

� 各種会議等における交通安全教育

朝礼のほか、課長以上の幹部会、上席係長以上の拡大幹部会及び

全署員を対象とした定例研修会等において、職員に対する交通安全

教育を継続して実施し、交通事故防止に努めている。

� 公用車両の整備点検

朝礼終了後、幹部立会のもと始業点検を実施するとともに、随時

目視点検を行い車両管理の徹底を図っている。

� 交通事故防止レポートの提出

全署員を対象に交通事故防止のレポートを提出させ、職員の交通

事故防止意識の徹底を図った。

� 事故を起こした職員に対する対策

交通事故を惹起した職員に車両運転時における弱点箇所を理解さ

せ、当該職員の運転適性を踏まえた的確な個別指導を行うため、当
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選挙管理委員会告示

労働委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成２７年４月１日以後、政治活動（選挙運動を

含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告示する。

平成２７年４月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県労働委員会告示第１号
労働委員会規則（昭和２４年中央労働委員会規則第１号）第６８条第１項の規定により、あっせん員候補者を次のとおり公示する。

平成２７年４月１０日

愛媛県労働委員会

会 長 山 下 泰 史

愛媛県労働委員会あっせん員候補者名簿

該職員に対し、運転免許センターにおいて「交通事故と処分」及び

「交通事故防止」の講習を行うとともに、「実技指導」及び「実技

訓練」を実施した。

� 新任警察官に対する二輪車運転訓練の実施

警察学校を卒業し、警察署に配置された新任警察官に対し、警察

官としての心構え、運行前点検・整備要領の実施、乗車姿勢の確認、

スラローム走行等の訓練を実施した。

� 実践的交通事故防止対策の実施

県民の交通安全教育に使用している交通安全教養車のシミュレー

ターを活用し、希望者に運転操作検査及び運転・歩行能力診断を実

施して実践的な交通事故防止対策を実施した。

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

一色輝雄後援会 一 色 輝 雄 一 色 勝 正 西条市飯岡３２０５

護憲・人権・環境市民ネットワーク（略称市民ネット） 黒 田 義 清 河 野 千鶴子 松山市持田町四丁目７－２４

藤岡かよこを支援する会豊策会 藤 岡 佳代子 藤 岡 喜美代 松山市白水台三丁目２－３

宮下一郎後援会 加 幡 仁 一 宮 下 八 重 南宇和郡愛南町平碆６５５

脇田達矢後援会 松 本 明 義 脇 田 百合子 南宇和郡愛南町柏１９９２

氏 名 現 職 又 は 地 位 委員経歴 委嘱年月日

山 下 泰 史 愛媛県労働委員会会長
弁護士 ３４～４１期 平成２５年８月２９日

田 口 光 伸 愛媛県労働委員会会長代理
弁護士 ４０～４１期 〃

青 山 保 子 愛媛県労働委員会委員
特定社会保険労務士 ３６～４１期 〃

村 田 毅 之 愛媛県労働委員会委員
松山大学法学部教授

３５期
３９期～４１期 〃

戸 澤 健 次 愛媛県労働委員会委員
愛媛大学名誉教授 ４０～４１期 〃

田 中 圭 子 愛媛県労働委員会委員
ＪＡＭ四国愛媛地区協議会副事務局長 ３８～４１期 〃

砂 田 篤 志 愛媛県労働委員会委員
愛媛県私鉄労働組合連合会副会長 ４０～４１期 〃

若 宮 強 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・自治労愛媛県本部執行委員長 ４０～４１期 〃

筒 井 克 巳 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛副会長・ＵＡゼンセン愛媛県支部長 ４１期 〃
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杉 本 宗 之 愛媛県労働委員会委員
連合愛媛会長 ４１期 平成２６年２月２８日

仙 波 誉 子 愛媛県労働委員会委員
株式会社岩本商会代表取締役社長 ３７～４１期 平成２５年８月２９日

黒 田 周 子 愛媛県労働委員会委員
今治コミュニティ放送株式会社代表取締役社長 ３８～４１期 〃

山 下 精一郎 愛媛県労働委員会委員
愛媛県経営者協会専務理事 ３９～４１期 〃

伊勢家 勝 正 愛媛県労働委員会委員
株式会社伊勢屋商店代表取締役社長 ４０～４１期 〃

山 岸 俊 之 愛媛県労働委員会委員
住友重機械工業株式会社愛媛製造所長代理 ４１期 〃

大 西 章 博 愛媛県労働委員会事務局長 ― 平成２６年４月１日

八 塚 洋 愛媛県労働委員会事務局次長 ― 平成２７年４月１日

谷 本 克 彦 愛媛県労働委員会事務局審査調整課長 ― 平成２５年４月１日

平成２７年４月１０日 発行
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